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１ 保育所等への入所にあたって 

 

１－１ 保育所等とは 

 

この入所案内では、「保育所等」とは、次の（１）～（３）の施設を指します。 

保育所等は、いずれも保護者の仕事や病気などにより、保護者にかわって保育が必要な場合に

保育する児童福祉施設です。 

施設種別 概 要 

（１）保育所 ０～５歳児の保育を行う施設。 

（２）幼保連携型認定こども園 

０～５歳児の保育と満３歳以上の教育を一体的に行う施設。 

教育基本法上の学校でもある。 

※満３歳以上で保護者の就労等がない場合の利用（教育利用） 

については、施設にご確認ください。この入所案内では取り 

扱いません。 

（３）小規模保育事業所 少人数を対象に０～２歳児の保育を行う施設。 

※知立市内の保育所等については、「１６ 保育所等一覧」をご参照ください。 

 

１－２ 入所対象年齢 

 

クラスは令和７年４月１日時点の年齢で決定します。 

生年月日 クラス（学齢） 

平成３１年（2019）４月２日 ～ 令和 ２ 年（2020）４月１日生まれ ５歳児 

令和 ２ 年（2020）４月２日 ～ 令和 ３ 年（2021）４月１日生まれ ４歳児 

令和 ３ 年（2021）４月２日 ～ 令和 ４ 年（2022）４月１日生まれ ３歳児 

令和 ４ 年（2022）４月２日 ～ 令和 ５ 年（2023）４月１日生まれ ２歳児 

令和 ５ 年（2023）４月２日 ～ 令和 ６ 年（2024）４月１日生まれ １歳児 

令和 ６ 年（2024）４月２日 ～ 令和 ７ 年（2025）４月１日生まれ ０歳児 

令和 ７ 年（2025）４月２日 ～ 令和 ８ 年（2026）４月１日生まれ ０歳児 

※保育年齢は施設により異なります。「１６ 保育所等一覧」をご参照ください。 
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２ 保育所等の紹介（自由参加） 

 

各園で保育所等の紹介を実施します。 

 保育所等の紹介は、園の特色を紹介するもので、自由参加です。参加の有無は、選考（利用調

整）点数には影響しません。 

参加を希望する人は、以下の日時に開始時間までに園へお越しください。予約は不要です。 

公立保育所 日 程 私立保育所等 日 程 

知立保育園 １０／１５（火） 知立なかよし保育園 １０／２３（水） 

来迎寺保育園 １０／２４（木） 猿渡保育園 １０／１０（木） 

上重原保育園 １０／１７（木） 徳風こども園(注１) １０／１６（水） 

知立南保育園 １０／１５（火） さくらんぼ保育園 １０／１７（木） 

逢妻保育園 １０／ ３（木） 華の子保育ランド 随時 

高根保育園 １０／１８（金） ■時間 

午前１０時から午前１１時まで 

■持ち物 

外履きを入れるための袋と室内履きをお持

ちください。 

新林保育園 １０／１１（金） 

八橋保育園 １０／２５（金） 

宝保育園 １０／１８（金） 

上重原西保育園 １０／２１（月） 

(注１)徳風こども園は、令和６年度までは保育所（徳風保育園）ですが、令和７年度より幼保連携型認定こど

も園として認可予定の施設です。 

※保育所等の近隣施設等への無断駐車は絶対におやめください。 

※各園の駐車場は数に限りがありますので、公共交通機関、自転車または徒歩でお越しくださ 

い。 
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３ 教育・保育給付認定（支給認定） 

 

 保育所等を利用するには、保育の必要性について認定（「支給認定」という。）を受けることが

必要です。 

 

３－１ 認定区分 

 

認定区分 対象となる子ども 

２号認定 満３歳以上で保護者の仕事や病気などにより、保育を必要とする子ども 

３号認定 満３歳未満で保護者の仕事や病気などにより、保育を必要とする子ども 

※満３歳以上で保育の必要性がない子どもが幼保連携型認定こども園を利用する場合は、１号認 

定（教育標準時間認定）となります。 

 

３－２ 保育の必要性（入所要件） 

 

支給認定事由（入所要件） 認定条件 

（１） 就労 
月６０時間以上の就労を常態としている。 

※継続入所の産後パパ育休（出生時育児休業）期間は就労とみなす。 

（２） 妊娠・出産 

妊娠中であるか出産後間がない。 

※出産予定日の８週前（多胎妊娠の場合は１４週前）の日が属する 

月の初日から、出産後８週を経過する日の翌日が属する月の末日 

まで。出生児は除く。 

（３） 疾病・障がい 保護者が病気、負傷または精神・身体に障がいを有している。 

（４） 介護・看護 長期入院または障がいを有する同居親族を常時介護・看護している。 

（５） 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。 

（６） 求職活動 求職活動（起業準備を含む。）を継続して行っている。 

（７） 就学 大学等に就学している、または職業訓練を受けている。 

（８） ＤＶ・虐待 配偶者暴力または児童虐待のおそれがある。 

（９） 育児休業 

育児休業をしている。 

※２歳以上児のみ。２歳児：「妊娠・出産」からの継続入所に限る、 

３歳以上児：新規入所も可。 

（10） その他 上記に類するものとして保育が必要と認めた場合。 

産後６か月 
「妊娠・出産」からの継続入所で、出産日から６か月を経過する日が

属する月の前月の末日まで。 

子の障がい 
軽度・中度の障がいを有する児童を看護している保護者で就労等が困

難である。 ※３歳以上児のみ 

※育児・介護休業法に基づく育児休業の適用を受けられない自営業の方で、子どもが生まれた日

から満１歳の誕生日の属する月末まで育児のために休んだ場合は、休んだ期間を育児休業とみ

なします（みなし育児休業）。 
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３－３ 保育の必要量（保育時間） 

 

保育必要量 就労・従事時間 

保育標準時間 １月において１２０時間以上の就労等をすることを常態とする。 

保育短時間 １月において６０時間以上１２０時間未満の就労等を常態とする。 

※保育短時間認定では、午前８時から午後４時までを基本時間（８時間）としています。この時

間を超える保育を利用する場合は、延長保育料がかかります。 

※保育標準時間認定でも、施設が設定する基本時間（１１時間）を超える保育を利用する場合は、

延長保育料がかかります。 

※入所要件が「求職活動」、「育児休業」、「その他」の場合は、保育短時間認定に限ります。 

※「常態とする」とは、各月その基準を上回ることを指します。大型連休など、どのような状況

であっても下回りは考慮できません。 

 

３－４ 支給認定証の交付 

 

 保育の必要性を認定できる場合は、支給認定証を交付します。大切に保管してください。 

 また、入所要件、就労状況（職場、勤務時間など）に変更があった場合、家族構成や住所が変更

になった場合などは、速やかに子ども課または在籍する保育所等に申し出てください。 
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４ 入所基準と必要書類 

 

４－１ 入所基準 

 

保育所等を利用できる子どもは、次の①と②をともに満たす場合です。 

  ① 知立市に居住していて住民票があること。 

  ② 保護者がともに保育を必要とする理由（入所要件）があること。 

 

４－２ 教育・保育給付認定（支給認定）を受けるにあたって必要な書類 

 

（１）保護者のうち、父・母ともに入所要件に応じた書類の提出が必要です。 

９～１０頁の表をご確認ください。 

（２）令和７年４月１日現在で６５歳未満の同居または別居（市内在住）の祖父母については、 

提出は任意ですが、必要書類がない場合は選考（利用調整）において減点となります。 

祖父母の必要書類については、以下のとおりです。 

令和７年４月１日

現在の年齢 
同 居 

別 居 

市内在住 市外在住 

６５歳未満 

該当する入所要件に

応じた保育所等入所

調査書（就労証明書

を含む。）。 

※９～１０頁の表を 

ご確認ください。 

勤務者の場合は、直

近１か月の給与明細

または社会保険証。 

病気等の場合は、病

名のわかる診療明細

書。 

必要書類はありませ

ん。 

６５歳以上 必要書類はありません。 

 

※同居の祖父母がいるなどの理由で、保育所等入所調査書（就労証明書を含む。）の様式が不足す 

る場合は、様式をコピーしてください。（子ども課でも配布します。） 

※オンライン申請の場合は、知立市ＨＰの「保育様式集」から保育所等入所調査書（就労証明書 

を含む。）の様式をダウンロードし、印刷してください。 

※提出する記入済みの保育所等入所調査書（就労証明書を含む。）は、コピーで構いません。入所 

後に就労等の実態調査をすることがありますので、必ず原本は保管しておいてください。 

※保育所等入所調査書（就労証明書を含む。）については、証明発行日から３か月以内のものに限 

ります。 

※記載内容・必要書類に不足や不備がある場合は受理できません。十分にご確認ください。 
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入所要件 提出書類 

就

労 

外 勤 

【給与等により収入を得ている方・個人事業の専従者の方】 

① 就労証明書 ＜勤務先が証明すること＞ 

※有期雇用の方で、雇用終了日が入所日よりも前である場合、後ほど入所 

するまでに就労証明書により有期雇用の更新が確認できないときは、内 

定していても保育所等に入所できません。 

② 給与明細書または健康保険証（家族保険証や市町村国民健康保険の保険証 

は不可）の写し ※代表者、代表者と親族関係がある場合のみ。必須提出。 

③ 保育士証、幼稚園教諭免許状の写し ※保育士・幼稚園教諭等の場合のみ。 

任意提出。 

④ 勤務先発行の育児休業の通知書の写し ※育児休業からの復職者のみ。任 

意提出。 

自 営 

【自営業の個人事業主】 

① 就労証明書 ＜事業主が記入すること＞ 

② 確定申告書（第１表・第２表等）または開業届等の写し 

③ 直近１か月の収入、取引状況等がわかる書類（請求書、通帳の写し等） 

※法人格を有する個人事業主は、②・③に代えて④給与明細書または健康保

険証（市町村国民健康保険の保険証は不可）の写しを添付してください。 

農 業 

① 就労証明書 ＜農業従事者が記入すること＞ 

② 農家基本台帳（市役所経済課で発行）等 

③ 直近１か月の収入、取引状況等がわかる書類（請求書、通帳の写し等） 

内 職 

① 就労証明書 ＜請負先が証明すること＞ 

② 給与明細書等の写し ※本人名義で単価、金額が確認できること。 

※１月につき 25,000円以上の収入があることを条件とします。 

※就労予定者（申込時点で就労実績がない者を含む。育休復帰を除く。）は選考（利用調 

整）において減点があります。給与明細等の実績を後日提出した場合は、提出のあった 

次の選考から減点がなくなります。 

妊娠・出産 

① 保育所等入所調査書（出産・災害等申出書） 

② 母子健康手帳等の写し 

※保護者氏名、出産日（分娩予定日）がわかるページ 

疾病・障がい 

① 保育所等入所調査書（診断書） 

  ※診断書は、医療機関の様式でもよいが、療養期間および「家庭での保育 

が困難である」等の記載があること 

② 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し ※該当者のみ 

介護・看護 

① 保育所等入所調査書（診断書） 

  ※診断書は、医療機関の様式でもよいが、療養期間および「家庭での保育 

が困難である」等の記載があること 

② 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し ※該当者のみ 
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入所要件 提出書類 

求職活動 
① 保育所等入所調査書（求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書） 

② ハローワークカード、派遣登録証等の活動がわかる資料 ※任意提出 

就 学 

① 保育所等入所調査書（就学証明書＜学校・訓練校長等の証明を受けること＞ 

※合格見込みの場合は、学校・訓練校長等の証明に代わり入所日前日までに合格通知書を提出すること。 

② 在学証明書または学生証、カリキュラム・時間割表等 

災害復旧 
① 保育所等入所調査書（出産・災害等申出書） 

② り災証明書 

ＤＶ・虐待 
① 保育所等入所調査書（出産・災害等申出書） 

② 女性相談センター、児童相談所等からの意見書等 

育児休業 

※２歳以上児のみ（２歳児：継続入所に限る、３歳以上児：新規入所も可） 

① 保育所等入所調査書（出産・災害等申出書） 

② 勤務先発行の育児休業の通知書の写し 

③ 就労証明書 ＜勤務先が証明すること＞ 

※令和７年度中の復職希望の方のみ任意提出 

その他 

（子の障がい） 

① 保育所等入所調査書（出産・災害等申出書） ※３歳以上児のみ 

② 診断書または意見書 

※診断書は「児童の発育上、集団保育が適当である」等の記載があること 

③ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し ※該当者のみ 

 

４－３ その他入所申込みにあたって必要な書類 

 

次の（１）～（５）は必須です。（６）～（10）は該当者のみ提出してください。 

（１） 保育所入所申込書兼保育児童台帳 

 ・受け入れできる保育年齢であれば、いくつでも園を希望することができます。ただ

し、入所決定後に通園できないからなどの理由で辞退された場合は、次回の選考で

不利とする場合があります。 

 ・裏面の祖父母の状況、保育状況、きょうだい申込みまで漏れなく記入してください。 

 ・入所案内をよく読み、必要書類を整え、提出書類チェックシートを記入してくださ

い。必要書類に質問がある場合は、事前に子ども課の職員にお聞きください。 

（２） 施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定（変更）申請書 

 ・「②保育の利用を必要とする理由等」について、就労証明書または保育所等入所調査

書により就労等が８：００～１６：００と認められる場合や、「求職活動」、「育児休

業」、「その他」の事由は保育短時間に限ります。きょうだいとも同じ入所要件で申

込みをした場合は保育の必要量を別々に希望することはできません。 

・裏面の署名欄は保護者・同居の祖父母が自署または記名押印してください。漏れが

ある場合は、受理できません。 

（３） 保育所入所申込みに関する同意書 兼 就労時間等申告書 

 ・同意書および入所案内の記載内容について、すべて同意の上で裏面の保護者署名欄

に父・母ともに署名してください。父・母ともに署名がある場合に限り、入所申込
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みができます。 

・就労証明書と異なる内容（育児休業期間の延長・短縮など）で入所申込みをする場

合や、内職の収入金額など、該当項目について自己申告してください。 

（４） 口座振替依頼書の依頼者用控え ※金融機関の受領印があること 

 ・事前に金融機関で口座振替依頼書を提出していただき、依頼者用（控）のコピーを

お持ちください。なお、市役所用（控）は、通常は金融機関から知立市役所へ提出

されますが、これを金融機関から渡された場合は、これをお持ちください。 

（５） 保育所等入所面接問診票 

 ・面接希望施設は第１希望の保育所等を記入してください。 

（６） 保護者等の在留カードの写し   ※保護者等が外国籍の人 

（７） 転入誓約書           ※現在、知立市に住民票がない人 

 ・転入後、知立市での居住地が決まっている場合、かつ入所日前日までに住民票を異

動させることができる方のみ申込みできます。住所不定の場合は申込みできません。 

・転入誓約書に記載した転入予定日までに転入してください。転入できなかった場合

は不承諾とします。 

（８） 市町村民税課税証明書の写し（給与所得等に係る市町村民税特別徴収額決定通知書の

写し）または 海外勤務中の給与証明書等 

 ・令和７年８月までに入所する方で、令和６年１月１日に知立市に住民票がない場合

は、令和６年度（令和５年中）分が必要です。 

・令和７年９月以降に入所する方で、令和７年１月１日に知立市に住民票がない場合

は、令和７年度（令和６年中）分が必要です。 

・海外勤務の人は、勤務先に海外支給分も含めた給与証明を依頼し提出してください。 

・日本に入国した外国籍の人は、収入申告書を記入してください。 

（９） 同じ住所の祖父母に係る２世帯住宅等であることがわかる資料 

 ・保育の利用にあっては、住民票が別世帯になっていても、同じ地番・方書であれば

同居とします。ただし、同じ住所であっても、水道・ガス・光熱費等が別契約であ

り、同じ月でそれぞれ明細書を提出できるときは別居とみなしますので、該当する

場合は、資料を提出してください。 

（10） ひとり親家庭を判定するための資料 ※配偶者と死別または離別等されている人 

 ・児童扶養手当（遺児手当）受給者は資料の提出は不要ですが、手当を受給していな

い人は離婚の受理証明書または戸籍謄本等の写しを、離婚調停中の人は家庭裁判所

から交付される事件係属証明書を添付することで、ひとり親家庭とみなします。 

・婚姻関係がないが、子の親であり、その人から生活費等を受領している場合や子と

血縁関係がないパートナーが同居している場合は、ひとり親家庭とは扱いません。

その方の保育所等入所調査書（就労証明書を含む。）を提出してください。 

※記入は自筆とし、ボールペン（摩擦で消えるペンは不可）を使用してください。 

※記入内容を修正する場合は、修正テープ等を使用せず、訂正箇所を二重線で訂正し、訂正印を

押印もしくはサインをしてください。 

※提出書類に不備があった場合は、保育所入所申込書兼保育児童台帳に記入していただくメール 

アドレスに連絡をさせていただきますので、必ず連絡のつくアドレスを記入してください。 
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５ 一斉申込み（令和７年４月１日の入所） 

 

５－１ 対象者 

 

 令和７年４月１日の入所を希望する子どもが対象です。 

※令和６年度に申込みをしていて、現在、待機となっている場合でも、令和７年度に入所を希望 

する場合は改めて申込みが必要です。 

※入所面接を伴うため、申請時に出生していない場合は申し込みできません。 

 

５－２ １次申込み 

 

５－２－１ 受付 

 

申請は書面もしくはオンラインのどちらでも行うことができます。 

「求職活動」での申込みは、１次申込みで受け付けることができますが、選考（利用調整）は

２次申込みの方にあわせて実施させていただきます。 

 

（１）書面申請の場合 

 ４－２および４－３の書類を事前に準備し、下記の日程でご持参ください。 

保護者が受付に来ることを原則としますが、都合が悪い場合は同居の扶養親族でも構いません。 

同居者以外の人が手続きする場合は、委任状（任意様式）が必要です。 

※受付時にはすべての書類の確認は行いません。後日、担当者が確認し、不備があった場合は、 

記入していただいたメールアドレスに連絡をさせていただきますので、再提出または修正のご 

対応をお願いします。メール確認漏れによる提出不備により入所申込が完了しない場合、入所 

希望日に入所できないことがあります。 

※提出書類は返却いたしませんので、不備がある場合に一から記載しなおしていただく必要がな 

いよう、就労証明書などについてはコピーを提出してください。 

※オンライン申請を行っていただくことで来庁や再提出の手間が軽減されると思われます。ぜひ 

書面でなくオンライン申請をご検討ください。 

 

（２）オンライン申請の場合 

９月４日（水）～１０月３１日（木）２３時５９分の期間中に、下記ＵＲＬ・ＱＲコードから申

請フォームにアクセスし、手順に従ってお申し込みください。 

また、申請にあたって事前に準備していただく書類がございます。令和７年４月１日入所の場

合は、４－２および４－３の（３）～（10）のうち該当する書類を、育児休業終了後に伴う年度

途中の入所（事前申請）の場合は、７－２および７－３の（２）～（７）のうち該当する書類を準

日 時 

令和６年９月４日（水）～令和６年１０月３１日（木） 

午前９時から午前１１時３０分まで、午後２時から午後４時３０分まで 

※上記時間以外では、書面申請の受付はしません。 

場 所 知立市役所２階 子ども課⑬窓口  
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備してください。 

お申し込みが完了すると、記載していただいたメールアドレスに通知が届きますので必ずご確

認ください。 

○４月１日入所申込みのオンライン申請フォーム 

                 https://logoform.jp/form/H73k/672656 

 

 

○育児休業終了後に伴う年度途中の入所（事前申請）のオンライン申請フォーム 

 

                 https://logoform.jp/form/H73k/672660 

 

５－２－２ 入所面接 

 

令和６年１０月３１日（木）までに申込書等を提出された４月１日または４月１６日（育児休

業事前）に入所を希望する子どもは、第１希望の保育所等が指定する日時に入所面接を行います。 

※第１希望の保育所等で実施しますが、当日、やむを得ず欠席する場合は第１希望の保育所等に 

連絡を入れてください。 

公立保育所 日 程 私立保育所等 日 程 

知立保育園 １１／１１（月）午前 知立なかよし保育園 １１／２０（水）午前 

来迎寺保育園 １１／ ７（木）午前 猿渡保育園 １１／１５（金）午後 

上重原保育園 １１／１２（火）午前 徳風こども園（注２） １１／１３（水）午前 

知立南保育園 １１／１４（木）午前 さくらんぼ保育園 １１／２０（水）午前 

逢妻保育園 １１／１１（月）午後 華の子保育ランド １１／１４（木）午後 

高根保育園 １１／ ８（金）午前 ■時間 

午前：９時３０分 から 午前１１時３０分まで 

午後：１時３０分 から 午後 ３時３０分まで 

■備考 

外履きを入れるための袋と室内履きをお持

ちください。また、入所を希望する児童と面

接へお越しください。 

新林保育園 １１／１９（火）午前 

八橋保育園 １１／２１（木）午前 

宝保育園（注１） １１／２０（水）午前 

上重原西保育園 １１／１８（月）午前 

（注１）宝保育園は、園舎改修工事のため、市役所４階 第５会議室で面接を実施します。 

（注２）徳風こども園は、令和６年度までは保育所（徳風保育園）ですが、令和７年度より幼保連携型認定こ

ども園として認可予定の施設です。 

※入所面接は上記の時間内にお越しください。市役所から詳細な時間等の案内はいたしません。 

保育園への先着順で面接をさせていただきます。忘れないようにお願いいたします。 

※保育所等の近隣施設等への無断駐車は絶対におやめください。 

※各園の駐車場は数に限りがありますので、公共交通機関、自転車または徒歩でお越しくださ 

い。 

https://logoform.jp/form/H73k/672656
https://logoform.jp/form/H73k/672660
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５－３ ２次申込み（受付・面接） 

 

 令和６年１１月１日以降、随時での申込みを受理しませんので、１次申込みで申し込んでいな

い人で入所を希望する場合は、次の日程で申し込んでください。 

※１次申込みで受付した人（求職要件を除く。）を先に選考（利用調整）し、定員に空きがある保 

育所等で２次申込みの選考（利用調整）を行います。ただし、保育所等の空きがなくても希望 

園は記入してください。 

※書類受付と同時に入所面接も行いますので、子どもと一緒にお越しください。ただし、育児休 

業終了後に伴う年度途中の入所（事前申請）の方で、５月１日以降の入所を希望の方は、保護 

者のみで結構です。 

※「求職活動」の入所要件で１次申込みをしたが、後日、就労等が決まったなどにより「求職活 

動」以外の入所要件が生じた場合は、２次申込みで変更の手続きをしてください。入所面接実 

施済みの場合は面接不要です。 

日 時 
令和７年１月１４日（火）、１５日（水） 

午前９時から午前１１時３０分まで、午後２時から午後４時３０分まで 

場 所 中央公民館２階 第１・第２展示室 

備 考 
１月１４日（火）午前でポルトガル語に対応（市役所の通訳は利用しないでくださ

い）。書類受付および入所面接を実施（子ども同伴）。 

 

５－４ 選考（利用調整） 

 

 定員を超えて申込みがあった場合は、選考（利用調整）を行います。 

 選考は、「令和７年度入所指数表」（知立市ＨＰに掲載しています。）に基づき、申込時の提出書

類により保育の必要性を点数化し、「優先度の高い方（点数の高い方）」から順番に希望の保育所

等へ入所決定します。 

 また、１次申込みの方（求職活動を除く。）を先に選考し、その後に「求職活動」と２次申込み

の方の選考を行います。 

※選考の結果、希望する保育所等に入所できない場合があります。あらかじめご了承ください。 

※申込内容に変更が生じた場合は、速やかに子ども課まで入所申込みの変更申請を行ってくださ 

い。後日、調査により必要性が下がると認められた場合は、入所の承諾を取り消します。 

※「就労証明書」および「保育所入所申込みに関する同意書兼就労時間等申告書」に記載された

申込内容と比較し、入所後１か月の就労時間（内職の場合は収入金額）が少なくなる場合や、

就労先が変更になる場合は、入所が決定していても取り消し（入所後であれば退所）となりま

す。 

※育児休業終了後の途中入所の事前申請により入所が内定している方で、事前申請と比較し、本 

申込みでの就労時間が少なくなる場合や、就労先が変更になる場合も同様に取り消しとなりま 

す。 
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５－５ 利用調整結果の通知（令和７年４月１日入所者） 

 

１次申込みで受付した子どもについては、令和７年２月中旬までに入所の可否を通知します。

入所できる場合は保育所入所承諾書を、入所できない場合は保育所入所保留（不承諾）通知書を

送付します。公平性を期すため、利用調整結果を発送するまでは電話等により結果をお伝えでき

ませんのでご承知おきください。 

なお、「求職活動」での申込みについては、２次申込みに受付した方と一緒に選考をしますので、

令和７年２月下旬までに入所の可否を通知します。 

 ２次申込みで受付した子どもについては、令和７年２月下旬までに入所の可否を通知します。 

 

５－６ 入所説明会 

 

４月１日入所または４月１６日入所（育休事前）を承諾（内定）した子どもは、入所する保育

所等で説明会および用品購入があります。次の日程（予定）で出席してください。 

公立保育所 日 程 私立保育所等 日 程 

知立保育園 ２／２５（火）午前 知立なかよし保育園 ３／ ５（水）午前 

来迎寺保育園 ２／２１（金）午前 猿渡保育園 ２／２６（水）午後 

上重原保育園 ２／２７（木）午前 徳風こども園（注１） ２／２７（木）午前 

知立南保育園 ２／１９（水）午前 さくらんぼ保育園 ３／ １（土）午前 

逢妻保育園 ２／２５（火）午前 華の子保育ランド 個々に対応 

高根保育園 ２／１９（水）午前 
（注１）徳風こども園は、令和６年度までは保育

所（徳風保育園）ですが、令和７年度より幼保

連携型認定こども園として認可予定の施設で

す。 

新林保育園 ２／２０（木）午前 

八橋保育園 ２／２１（金）午前 

宝保育園 ３／ ４（火）午前 

上重原西保育園 ２／２０（木）午前 

※保育所等の近隣施設等への無断駐車は絶対におやめください。 

※各園の駐車場は数に限りがありますので、公共交通機関、自転車または徒歩でお越しくださ 

い。 

 

５－７ 入所保留（不承諾）となった場合について 

 

保育所等への入所ができない場合であっても、親族や託児所等に預けて就労できるなど、入所

要件を満たすことができる場合は待機児童となります。定員に空きができたときに利用調整を行

い、希望する保育所等に入所できるときに限り通知します。 

 なお、希望する保育所等を変更したい場合や入所の意思がなくなった場合は、速やかに子ども

課にご連絡ください。 

 

 

 



16 

６ 随時申込み（令和７年４月１６日以降の入所） 
 

 １次・２次申込み以降、年度途中に入所を希望する場合は、入所日が毎月１日または１６日と

なります。ただし、「求職活動」の入所要件により入所申込みをする場合、選考は各日程で行いま

すが、入所日は毎月１日です。「１３ 令和７年度 保育所等入所申込日程表」をご確認いただき、

期限までに４－２および４－３の書類を子ども課にご提出ください。オンライン申請も可能です。 

 

７ 育児休業終了後に伴う年度途中の入所（事前申請） 

 

育児休業の終了に併せて入所を希望する場合は、入所日の２か月前でなくても事前に入所申込

みを申請することができます。 

 

７－１ 対象者 

 

 育児休業の終了に併せて、令和７年４月１６日以降の入所を希望する子どもが対象です。 

※育児休業の終了に併せて、令和７年４月１日の入所を希望する場合は、「５ 一斉申込み（令和 

７年４月１日の入所）」によりお申し込みください。 

※出生前の子どもは、１次申込みでは令和７年３月３１日まで、２次申込みは令和７年５月３１ 

日までの出生予定に限ります。随時申込みは、出生予定日の８週前から事前申請を受付します。 

 

７－２ 育児休業後の入所要件を確認するにあたって必要な書類 

 

（１）保護者等の入所要件に応じて、４－２の書類の提出が必要です。 

（２）育児休業者については、勤務先発行の育児休業の通知書の写しの提出が必須です。 

   なお、下記①および②のいずれかに該当する場合は、指定の書類を提出した上で、復職日 

が確定した後、速やかに育児休業の通知書の写しを提出してください。復職日における育児 

休業の通知書の写しの提出がない場合は、本申込みにおいて入所を承諾することができませ 

ん。 

①出生前の子どもである場合： 

母子健康手帳等の写し ※保護者氏名、出産日（分娩予定日）がわかるページ 

  ②育児休業の延長手続中である場合： 

申込時点での育児休業の通知書の写し 

 

７－３ その他事前申請にあたって必要な書類 

 

次の（１）～（２）は必須です。（３）～（７）は該当者のみ提出してください。 

（１） 令和７年度 育児休業終了後の保育所等入所申込事前申請書 

 ・小規模保育事業所を除く保育所等のうち、受け入れできる保育年齢であれば、いく

つでも希望することができます。ただし、入所枠確保後に自己都合により育児休業

を延長するなどの理由で辞退された場合は、次回の選考で不利とする場合がありま
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す。 

 ・裏面の祖父母の状況、保育状況、きょうだい申込みまで漏れなく記入してください。 

 ・入所案内をよく読み、必要書類を整え、提出書類チェックシートを記入してくださ

い。必要書類に質問がある場合は、事前に子ども課の職員にお聞きください。 

（２） 保育所入所申込みに関する同意書 兼 就労時間等申告書 

 ・同意書および入所案内の記載内容について、すべて同意の上で裏面の保護者署名欄

に父・母ともに署名してください。父・母ともに署名がある場合に限り、入所申込

みができます。 

・就労証明書と異なる内容（育児休業期間の延長・短縮など）で入所申込みをする場

合や、内職の収入金額など、該当項目について自己申告してください。 

（３） 保育所等入所面接問診票     ※４月１６日入所希望の人 

 ・面接希望施設は第１希望の保育所等を記入してください。 

（４） 保護者等の在留カードの写し   ※保護者等が外国籍の人 

（５） 転入誓約書           ※現在、知立市に住民票がない人 

 ・転入後、知立市での居住地が決まっている場合、かつ入所日前日までに住民票を異

動させることができる方のみ申込みできます。住所不定の場合は申込みできません。 

・転入誓約書に記載した転入予定日までに転入してください。転入できなかった場合

は内定を取り消します。 

（６） 同じ住所の祖父母に係る２世帯住宅等であることがわかる資料 

 ・保育の利用にあっては、住民票が別世帯になっていても、同じ地番・方書であれば

同居とします。ただし、同じ住所であっても、水道・ガス・光熱費等が別契約であ

り、同じ月でそれぞれ明細書を提出できるときは別居とみなしますので、該当する

場合は、資料を提出してください。 

（７） ひとり親家庭を判定するための資料 ※配偶者と死別または離別等されている人 

 ・児童扶養手当（遺児手当）受給者は資料の提出は不要ですが、手当を受給していな

い人は離婚の受理証明書または戸籍謄本等の写しを、離婚調停中の人は家庭裁判所

から交付される事件係属証明書を添付することで、ひとり親家庭とみなします。 

・婚姻関係がないが、子の親であり、その人から生活費等を受領している場合や子と

血縁関係がないパートナーが同居している場合は、ひとり親家庭とは扱いません。

その方の保育所等入所調査書（就労証明書を含む。）を提出してください。 

※記入は自筆とし、ボールペン（摩擦で消えるペンは不可）を使用してください。 

※記入内容を修正する場合は、修正テープ等を使用せず、訂正箇所を二重線で訂正し、訂正印を

押印もしくはサインをしてください。 

※提出書類に不備があった場合は、育児休業終了後の保育所等入所申込事前申請書に記入してい

ただくメールアドレスに連絡をさせていただきますので、必ず連絡のつくアドレスを記入して

ください。 
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７－４ １次申込み（育休事前申請） 

 

４月１日に入所を希望する人と同じく、５－２－１に記載した日程で受付します。 

※令和７年４月２３日までに復職する人は事前申請ではなく、４月１日入所となりますので、「５ 

一斉申込み（令和７年４月１日の入所）」をご覧ください。 

※事前申請の対象となる子どもについて（４月１６日入所希望を除く。）、５－２－２の入所面接 

は実施しません。４月１６日入所希望は、第１希望の保育所等が指定する日時に入所面接を行 

います。 

 

７－５ ２次申込み（育休事前申請） 

 

１次申込みに申し込んでいない人で令和７年度において入所を希望する場合は、５－３に記載

した日程で申し込んでください。令和６年１１月１日以降は、随時での申込みを受理しません。 

※１次申込みで受付した人（求職要件を除く。）を先に選考（利用調整）し、定員に空きがある保 

育所等で２次申込みの選考（利用調整）を行います。ただし、保育所等の空きがなくても希望 

園は記入してください。 

※４月１６日入所を希望の方は、書類受付と同時に入所面接も行いますので、子どもと一緒にお 

越しください。なお、５月１日以降の入所を希望の方は、保護者のみで結構です。 

 

７－６ 選考（利用調整） 

 

定員を超えて申込みがあった場合は、選考（利用調整）を行います。 

 選考は、「令和７年度入所指数表」（知立市ＨＰに掲載しています。）に基づき、申込時の提出書

類により保育の必要性を点数化し、「優先度の高い方（点数の高い方）」から順番に希望の保育所

等へ入所決定します。 

 また、１次申込みの方（求職活動を除く。）を先に選考し、その後に「求職活動」と２次申込み

の方の選考を行います。 

※選考の結果、希望する保育所等に入所できない場合があります。あらかじめご了承ください。 

※申込内容に変更が生じた場合は、速やかに子ども課まで入所申込みの変更申請を行ってくださ 

い。後日、調査により必要性が下がると認められた場合は、入所の承諾を取り消します。 

※「就労証明書」および「保育所入所申込みに関する同意書兼就労時間等申告書」に記載された

申込内容と比較し、育児休業からの復職後１か月の就労時間（内職の場合は収入金額）が少な

くなる場合や、就労先が変更になる場合は、入所が決定していても取り消し（入所後であれば

退所）となります。 

※育児休業終了後の途中入所の事前申請により入所が内定している方で、事前申請と比較し、本 

申込みでの就労時間が少なくなる場合や、就労先が変更になる場合も同様に取り消しとなりま 

す。 
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７－７ 利用調整結果の通知（育休後途中入所者） 

 

１次申込みで受付した子どもは、令和７年２月中旬までに利用調整結果を通知し、２次申込み

で受付した子どもは、令和７年２月下旬までに利用調整結果を通知します。公平性を期すため、

利用調整結果を発送するまでは電話等により結果をお伝えできませんのでご承知おきください。 

 

７－８ 入所枠を確保できた場合（育休内定） 

 

入所枠を確保できた場合、この決定はあくまで事前申請に対しての結果であり、入所日の２か

月前から１か月前までに改めて申込み（「本申込み」という。）が必要です。復職日により入所日

が異なりますので、「１３ 令和７年度 保育所等入所申込日程表」を確認して、期限までに本申

込みをしてください。入所枠を確保していても、本申込みをされないと入所を承諾できません。 

※復職日および入所日は原則として変更できません。入所枠を確保した後に復職日を調整して入 

所を遅らせる場合は、保育の必要性が下がるものとみなし、内定を取り消します。ただし、出 

生前の子どもで出生日による変更は除きます。 

※入所枠を確保した後に自己都合により辞退する場合は、本年度、翌年度の選考で不利とする場 

合があります。やむを得ない理由により、復職できなくなったときは子ども課にご相談くださ 

い。 

 

７－９ 入所枠を確保できていない場合（育休待機） 

 

定員に空きができたときに選考（利用調整）を行い、希望する保育所等の入所枠を確保できる

ときに限り通知します。なお、希望する保育所等を変更したい場合や入所の意思がなくなった場

合は、速やかに子ども課にご連絡ください。 

利用調整を実施する期間は、本来入所日の一つ前の選考までです。入所枠が確保されていなく

ても、本来入所日での随時申込みをしていただく必要があります。 

 

例：育児休業からの復職日が９月１５日の場合 

入所日が９月１日となり、８月１６日入所の選考まで実施します。 

７月１日～７月３１日の期間中に、９月１日入所の随時申込みが必要になります。 
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８ 記入例 

 

保育所入所申込書兼保育児童台帳 表面（記入例） 

 

 

教育・保育給付認定

（変更） 

申請書および口座振

替依頼書を保護者を

一致させてください。 

きょうだい申込み（在

園児を含む）も保護者

を一致させてくださ

い。 

４月１日に在籍する施設を記入 

※現在の通園施設ではありません。 

４月１日入所の「求職活動」での申込みは６月３０日までの限定入所です。 

随時の場合は、入所日の月を１か月目とし３ヶ月間の限定入所です。 

希望する保育所等について番号をつけ

た施設のみ、選考の対象になります。 

番号をつけなかった施設は、空きがあ

っても入所できません。 
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保育所入所申込書兼保育児童台帳 裏面（記入例） 
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施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定（変更）申請書 表面（記入例） 

 

 

  

入所申込書兼保育台帳及び口座振

替依頼書の保護者と一致させてく

ださい。 
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施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定（変更）申請書 裏面（記入例） 
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育児休業終了後の保育所等入所申込事前申請書（記入例） 

 

出生前の子どもは鉛筆で 

「出生児」と出生予定日を記入 

４月１日に在籍する施設を記入 

※現在の通園施設ではありません。 

希望する保育所等について番号をつけ

た施設のみ、選考の対象になります。 

番号をつけなかった施設は、空きがあ

っても入所できません。 

 

保育の利用を希望する期間（入所日）を日程表（Ｐ.３２）で確認し記入 
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保育所入所申込みに関する同意書 兼 就労時間等申告書 裏面（記入例） 
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口座振替依頼書（記入例） 
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９ 保育料等 

 

９－１ 保育料等の算定 

 

（１）３歳未満児 

 保護者（父・母）及び同居の扶養義務者（祖父母等）に係る市町村民税課税額から「１２ 令

和７年度 通常保育料徴収基準額表」に照らして階層区分を認定し、通常保育料を決定します。 

 多子軽減の適用のため、小学校就学前の子どもが、認定こども園、幼稚園、保育所、特別支援

学校幼稚部、特定地域型保育施設（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事

業所内保育事業）、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援、児童心理治

療施設を利用する場合は、保育所入所申込書兼保育児童台帳に施設名を記載してください。 

①  市町村民税額は４月から８月までは前年度分、９月から３月までは当年度分で判定しま

す。住宅借入金等特別控除、寄附金控除等の税額控除前（調整控除は除く）の金額で算

定します。 

②  ひとり親世帯等であって、C、D1～D5階層(D5は所得割の額が 77,101円未満の世帯に限

る)に該当するときは、通常保育料が軽減されます。確認できる資料を求めることがあ

ります。 

  ※ ひとり親世帯等 ・母子及び父子世帯 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けた者がいる世帯 

・特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者がいる

世帯 

③ 父、母がともに市町村民税非課税である場合、同居の父母以外の扶養義務者が算定対象

となります。 

③  市町村民税額が未申告等により把握できない場合は、最高階層の額を徴収します。 

④  修正申告や家族構成の変更などにより、通常保育料が変更になる場合があります。 

 

（２）３歳以上児 

 通常保育料は無償です。ただし、給食費は保護者の負担となりますので、主食費と副食費は徴

収します。（所得割の額が 77,101円未満の世帯および満１８歳までの子から数えて第３番目以降

の子は副食費が免除となります。） 

 公立保育所では、主食費 600円、副食費 4,500円を口座振替により納めていただきます。（令

和６年９月１日現在）私立保育所等では施設が定める額をお支払いください。 

※主食費と副食費の額は、変更する可能性があります。 
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（３）延長保育料 

 保育短時間認定では午前８時～午後４時（８時間）、保育標準時間認定では施設が定める基本

時間（１１時間）を超える保育を利用する場合は、延長保育料がかかります。 

 公立保育所では、月額 500円／30分、日額 100円／30分（生活保護、市町村民税非課税世帯

は免除）と定めています。月額での利用は、午前８時～午後４時を超えて就労等をしていること

が確認できる場合に限ります。 

 公立保育所では翌月の末日に口座振替により納付していただきますが、私立保育所等では指定

する日までに施設が定める額をお支払いください。 

 

９－２ 保育料等の徴収・滞納 

 

保育料等の納期は毎月の月末（１２月のみ２５日）となります。公立および私立保育所では口

座振替により市が徴収しますが、幼保連携型認定こども園および小規模保育事業所では施設が徴

収します。 

 保育料等が口座振替により引き落としができなかった場合は納付書をお渡ししますので、指定

金融機関または市役所で速やかにお支払いください。保育料等を滞納すると、勤務先、自宅へ連

絡をすることがあります。また、事前の予告なく送迎時にお話させていただくことがあります。

滞納が続くときは窓口での納付が難しいと判断されますので、児童手当等による徴収を行うため

の申出書に記入をお願いします。 

 なお、保育料等を滞納している世帯の子どもが入所を申し込んだ際は入所選考の上で不利とな

る場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 
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１０ 土曜日、日曜日・祝日の保育、統合保育 

 

１０－１ 土曜日保育 

 

公立保育所では、土曜日は集合保育を実施しています。集合保育を行う保育所は、「１６ 保

育所等一覧」に記載してあります。令和７年度は、知立南保育園・宝保育園で実施予定です。保

育士の配置が必要なため、利用する週の水曜日までに申し出てください。なお、私立保育所、幼

保連携型認定こども園、小規模保育事業所は各施設で土曜日保育を実施します。 

 

１０－２ 休日保育（日曜日・祝日） 

 

日曜日、祝日に保護者の仕事等により家庭での保育ができない場合には、次のとおり子どもを

預ります。弁当は持参です。 

実施保育所 来迎寺保育園 

保育時間 午前８時から午後６時まで（ただし、就労時間等の範囲内） 

休日保育料 １日 1,600円（ただし、生活保護・非課税世帯は免除） 

利用方法 

① 休日保育利用申込書、保育所等入所調査書（就労証明書を含む。）を子ど

も課へ提出（年１回） 

② 承諾後、来迎寺保育園での面接を実施（初回のみ※公立園在籍者は不要） 

③ 利用日の前週の水曜日までに来迎寺保育園に連絡して予約 

※保護者（父・母とも両方）が保育所等入所調査書（就労証明書を含む。）により、日曜日・祝

日に勤務することが確認できないと休日保育を利用できません。また、３歳以上児であっても

無償ではありません。 

※土曜日、日曜日・祝日の利用にあっては、保護者の仕事がお休みのときはご家庭での保育をお

願いしています。 

 

１０－３ 統合保育（障がい児の保育） 

 

子どもに発達上の遅れや障がいがあっても、集団保育ができる場合は一緒に保育します。障が

いのある子どもの入所を希望する場合は、面接後、入所検討会で協議します。子どもの発育状

況・障がいの程度等によっては受け入れできない場合があります。また、障がい児に限らず、さ

まざまな配慮が必要な子どもに対して、加配保育士の配置が必要だと判断した場合も配置してい

ます。面接の結果に応じて、保育時間を決定しますので、希望保育時間にならない場合がござい

ますのでご了承ください。 
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１１ 保育所等に関するよくある質問について 

 

入所申込みや保育所等に関して、よくあるお問い合わせ一覧を知立市ＨＰ（【令和７年度】保

育所等への入所について）にまとめてあります。 

一度、下記ＱＲを読み取っていただきご確認をお願いします。 
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１２ 令和７年度 通常保育料徴収基準額表 

知立市 

階 層 区 分 
徴収基準月額（円） 

上段：保育標準時間認定を受けた場合 
下段：保育短時間認定を受けた場合 

区分 定 義 ３歳未満児 ３歳以上児 

Ａ 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被

保護世帯（単給世帯を含む。）、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第３０号）による支援給付を受けている者

（単給者を含む。）の属する世帯又は教育・保育給

付認定保護者が里親である世帯 

0 0 

0 0 

Ｂ 
市町村民税が非課税の世帯 0 0 

0 0 

Ｃ 
市町村民税均等割の額のみ課税されている
世帯 

7,400 0 

6,300 0 

Ｄ１ 
Ａ階層から
Ｃ階層まで
を除き当該
年度の市町
村民税が次
の区分に該
当する世帯 

所得割の額が  10,000円未満 8,000 0 

 6,800 0 

Ｄ２ 
所得割の額が  10,000円以上 9,000 0 

        48,600円未満 7,700 0 

Ｄ３ 
所得割の額が  48,600円以上 10,000 0 

        58,200円未満 8,500 0 

Ｄ４ 
所得割の額が  58,200円以上 11,900 0 

        67,900円未満 10,100 0 

Ｄ５ 
所得割の額が  67,900円以上 14,200 0 

        77,600円未満 12,100 0 

Ｄ６ 
所得割の額が  77,600円以上 18,400 0 

        87,300円未満 15,600 0 

Ｄ７ 
所得割の額が  87,300円以上 23,900 0 

       102,700円未満 20,900 0 

Ｄ８ 
所得割の額が 102,700円以上 29,800 0 

       119,800円未満 26,800 0 

Ｄ９ 
所得割の額が 119,800円以上 37,100 0 

       137,000円未満 34,100 0 

Ｄ10 
所得割の額が 137,000円以上 41,900 0 

       154,200円未満 38,900 0 

Ｄ11 
所得割の額が 154,200円以上 43,900 0 

       173,000円未満 40,900 0 

Ｄ12 
所得割の額が 173,000円以上 44,600 0 

       185,700円未満 41,600 0 

Ｄ13 
所得割の額が 185,700円以上 45,600 0 

       257,500円未満 42,600 0 

Ｄ14 
所得割の額が 257,500円以上 46,000 0 

 43,000 0 

※同時就園の第２子は上記の額の半額、満 18歳までの子から数えて第３番目以降の子は 0円。 

※ひとり親世帯等で所得割の額が 77,101円未満の世帯は 1,600円(1,400円)となります。 

※３歳以上児は、主食費・副食費を施設が定める額を別途徴収します。（ただし、所得割の額が

77,101円未満の世帯及び満 18歳までの子から数えて第３番目以降の子は副食費を免除。）  
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１３ 令和７年度 保育所等入所申込日程表 
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１４ 知立市役所 庁舎案内図 
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１５ 保育所等マップ 
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１６ 保育所等一覧 

 

保育所 

 保 育 所 名 所  在  地 電 話 保育年齢 保 育 時 間 

1 知 立 保 育 園 公立 西町新川 3 81-1375 
生後 

６ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 18:00 

土曜保育は宝保育園で実施  

2 来 迎 寺 保 育 園 公立 八橋町前畑 166 81-1374 
生後 

４ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 19:00 

土曜保育は知立南保育園で実施 

3 上 重 原 保 育 園 公立 上重原町蔵福寺 167 81-1376 
生後 

６ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 18:00 

土曜保育は宝保育園で実施 

4 知 立 南 保 育 園 公立 八ツ田町神明 35 81-4056 
生後 

６ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 19:00 

土曜 7:30 ～ 19:00 

5 逢 妻 保 育 園 公立 逢妻町錦 8 82-2733 
生後６ヶ月 

～ ２ 歳 児 

平日 7:30 ～ 18:00 

土曜保育は宝保育園で実施 

6 高 根 保 育 園 公立 牛田町高根 218 82-4417 
生後 

４ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 18:00 

土曜保育は知立南保育園で実施 

7 新 林 保 育 園 公立 新林町新林 18－5 82-0573 
生後 

６ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 19:00 

土曜保育は知立南保育園で実施 

8 八 橋 保 育 園 公立 八橋町城下 8－1 82-5612 
生後 

６ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 18:00 

土曜保育は知立南保育園で実施 

9 宝 保 育 園 公立 宝２丁目３番地９ 82-5519 
生後 

４ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 19:00 

土曜 7:30 ～ 19:00 

10 上 重 原 西 保 育 園 公立 上重原町城後 60－4 82-9246 
生後 

６ヶ月～ 

平日 7:30 ～ 19:00 

土曜保育は宝保育園で実施 

11 知立なかよし保育園 私立 栄 1-8 81-4756 
生後８週 

～２歳児 

平日 7:00 ～ 19:00 

土曜 7:00 ～ 17:00 

 

幼保連携型認定こども園 

 事 業 所 名 所  在  地 電 話 保育年齢 保 育 時 間 

12 猿 渡 保 育 園 私立 弘法町弘法山 4－1 81-0619 
生後 

３ヶ月～ 

平日 7:00 ～ 19:00 

土曜 7:00 ～ 17:00 

13 徳 風 こ ど も 園 ※ 私立 新地町西新地 68 82-1577 
生後 

６ヶ月～ 

平日 7:00 ～ 19:00 

土曜 7:00 ～ 17:00 

※徳風こども園は、令和６年度までは保育所（徳風保育園）ですが、令和７年度より幼保連携型認定こども園と

して認可予定の施設です。 

 

小規模保育事業所 

 事 業 所 名 所  在  地 電 話 保育年齢 保 育 時 間 

14 さくらんぼ保育園 私立 昭和 3―2－23 82-4804 
生後８週 

～２歳児 

平日 7:30 ～ 18:30 

土曜 7:30 ～ 18:30 

15 華の子保育ランド 私立 牛田町尼子田 46－5 83-2692 
生後６か月 

～２歳児 

平日 7:30 ～ 19:00 

土曜 7:30 ～ 18:30 
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知立市 福祉子ども部 子ども課 保育係 

〒472-8666 知立市広見三丁目１番地 

電話 0566-95-0121 FAX 0566-83-9765 

Email kodomo@city.chiryu.lg.jp 

 


